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(57)【要約】
　端部がほつれにくいテキスタイルスリーブは、スリー
ブの長手方向中心軸に対して概ね平行に延在する経糸と
、スリーブの周りに周方向に延在する緯糸とを有する細
長い壁を含む。経糸は、少なくとも２つの異なる種類の
糸を含み、経糸の種類のうちの一方は、活性化可能な糸
を含み、もう一方の種類の糸は活性化不能な糸を含む。
活性化可能な糸は、熱、流体および／または圧力のうち
の少なくとも１つによって活性化可能であるように提供
されることができ、これにより、活性化されると、糸は
、隣り合う活性化不能な経糸、ならびにそれらが接する
緯糸と結合されるようになる。こうして、活性化可能な
糸は、活性化されると、隣接する経糸および緯糸と固定
されることになり、これによりその後の冷間切断作業中
および使用中に端部のほつれが生じることが防がれる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長い部材を保護するための端部がほつれにくいテキスタイルスリーブであって、
　緯糸とともに織られた経糸を有する細長い壁を備え、前記経糸は、両端部間を長手方向
中心軸に概ね平行な関係で長手方向に延在し、前記緯糸は、前記経糸に対して概ね横方向
に延在し、前記経糸は、少なくとも２つの異なる種類の経糸を含み、前記経糸のうちの一
つの種類は、複数の活性化可能な経糸を含み、前記経糸の別の種類は、複数の活性化不能
な経糸を含み、前記活性化可能な経糸は、熱、流体および／または圧力のうちの少なくと
も１つによって活性化可能であり、前記活性化可能な経糸は、活性化され、前記活性化不
能な経糸の隣り合うものおよび前記緯糸と結合され、前記活性化された経糸のうちの少な
くともいくつかは、前記活性化不能な経糸のうちの少なくともいくつかによって互いから
周方向に離間される、端部がほつれにくいテキスタイルスリーブ。
【請求項２】
　前記活性化された経糸は、複数の束に配置され、前記束の各々は、相互に隣り合って配
置される複数の活性化された経糸を含み、前記束の各々は、複数の前記活性化不能な経糸
によって互いから周方向に離間される、請求項１に記載の端部がほつれにくいテキスタイ
ルスリーブ。
【請求項３】
　前記束の前記活性化された経糸のうちの隣接するものは、前記緯糸の上下に互いに位相
がずれるように起伏する、請求項２に記載の端部がほつれにくいテキスタイルスリーブ。
【請求項４】
　前記活性化された糸は、モノフィラメントである、請求項１に記載の端部がほつれにく
いテキスタイルスリーブ。
【請求項５】
　前記活性化された糸は、マルチフィラメントである、請求項１に記載の端部がほつれに
くいテキスタイルスリーブ。
【請求項６】
　前記活性化された経糸は、活性化可能な材料で被覆された活性化不能な材料のモノフィ
ラメントおよび／またはマルチフィラメントを含む、請求項１に記載の端部がほつれにく
いテキスタイルスリーブ。
【請求項７】
　前記活性化可能な糸は、第１の溶融温度を有する材料の中央コアおよび第２の溶融温度
を有する材料の外側シースを有する二成分モノフィラメントであり、前記第１の溶融温度
は、前記第２の溶融温度よりも高い、請求項１に記載の端部がほつれにくいテキスタイル
スリーブ。
【請求項８】
　前記活性化可能な糸は、活性化可能な材料と絡み合った活性化不能な材料を含む絡み合
った糸である、請求項１に記載の端部がほつれにくいテキスタイルスリーブ。
【請求項９】
　前記活性化可能な糸は、活性化可能なモノフィラメントまたはマルチフィラメント糸と
ともにねじられたまたは供給された活性化不能なモノフィラメントまたはマルチフィラメ
ント糸を含む、請求項１に記載の端部がほつれにくいテキスタイルスリーブ。
【請求項１０】
　前記経糸および前記緯糸は、平織りパターン、リブ織りパターン、バスケット織りパタ
ーンまたはツイル織りパターンのうちの１つに織られる、請求項１に記載の端部がほつれ
にくいテキスタイルスリーブ。
【請求項１１】
　前記緯糸は、マルチフィラメントを含む、請求項１に記載の端部がほつれにくいテキス
タイルスリーブ。
【請求項１２】
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　前記細長い壁は、前記長手方向中心軸に対して概ね平行に延在する両縁部を有する巻き
付け可能な壁である、請求項１に記載の端部がほつれにくいテキスタイルスリーブ。
【請求項１３】
　前記緯糸は、ヒートセット糸を含み、前記ヒートセット糸は、前記両縁部を互いに重な
り合う関係にバイアスする、請求項１２に記載の端部がほつれにくいテキスタイルスリー
ブ。
【請求項１４】
　前記活性化された経糸のうちの少なくともいくつかは、前記両縁部に沿って延在する、
請求項１２に記載の端部がほつれにくいテキスタイルスリーブ。
【請求項１５】
　前記両縁部に沿って延在する前記活性化された経糸は、前記活性化不能な経糸によって
互いから完全に離間される、請求項１４に記載の端部がほつれにくいテキスタイルスリー
ブ。
【請求項１６】
　前記細長い壁は、継ぎ目のない、周方向に連続した壁である、請求項１に記載の端部が
ほつれにくいテキスタイルスリーブ。
【請求項１７】
　細長い部材を保護するための端部がほつれにくいテキスタイルスリーブを構築する方法
であって、
　経糸および緯糸を互いに上下する織りパターンで織ることで細長い壁を形成することと
、
　少なくとも２つの異なる種類の経糸を含む前記経糸を提供することとを備え、前記経糸
の種類のうちの一つは、活性化可能な経糸であり、別の前記種類の糸は、活性化不能な経
糸を含み、前記方法は、さらに、
　前記活性化可能な経糸を、熱、流体および／または圧力のうちの少なくとも１つを印加
することを介して活性化することを備え、前記活性化された経糸は、前記隣り合う活性化
不能な経糸および前記緯糸と結合されるようになる、方法。
【請求項１８】
　前記活性化された経糸を複数の束に配置することをさらに含み、各前記束は、相互に並
んで隣接した関係に配置される複数の活性化された経糸を含み、前記方法はさらに、前記
束を周方向に互いから複数の前記活性化不能な経糸によって離間させることを含む、請求
項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記束の各々の前記活性化された経糸のうちの隣接するものを、前記緯糸の上下に互い
に位相がずれるように起伏させるように織ることをさらに含む、請求項１８に記載の方法
。
【請求項２０】
　前記活性化された糸を、モノフィラメントとして提供することをさらに含む、請求項１
７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記活性化された糸を、マルチフィラメントとして提供することをさらに含む、請求項
１７に記載の方法。
【請求項２２】
　前記活性化された経糸を、活性化可能な材料で被覆された活性化不能な材料のモノフィ
ラメントおよび／またはマルチフィラメントとして提供することをさらに含む、請求項１
７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記活性化可能な糸を、第１の溶融温度を有する材料の中央コアおよび第２の溶融温度
を有する材料の外側シースを有する二成分モノフィラメントとして提供することをさらに
含み、前記第１の溶融温度は、前記第２の溶融温度よりも高い、請求項１７に記載の方法
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。
【請求項２４】
　前記活性化可能な糸を、活性化可能な材料と絡み合った活性化不能な材料を含む絡み合
った糸として提供することをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　前記活性化可能な糸を、活性化可能なモノフィラメントまたはマルチフィラメント糸と
ともにねじられたまたは供給された活性化不能なモノフィラメントまたはマルチフィラメ
ント糸として提供することをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２６】
　前記経糸および前記緯糸を、平織りパターン、リブ織りパターン、バスケット織りパタ
ーンまたはツイル織りパターンのうちの１つで織ることをさらに含む、請求項１７に記載
の方法。
【請求項２７】
　前記緯糸を、マルチフィラメントとして提供することをさらに含む、請求項１７に記載
の方法。
【請求項２８】
　前記細長い壁を、前記長手方向中心軸に対して概ね平行に延在する両縁部を有する巻き
付け可能な壁として形成することをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記緯糸のうちの少なくともいくつかをヒートセットすることと、前記両縁部を互いに
重なり合う関係にバイアスすることと、をさらに含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記活性化された経糸のうちの少なくともいくつかを、前記両縁部に沿って延在させる
ことをさらに含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記両縁部に沿って延在する前記活性化された経糸を、前記活性化不能な経糸と完全に
離間させることをさらに含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記細長い壁を、継ぎ目のない、周方向に連続した壁として形成することをさらに含む
、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２０１５年１２月１８日に出願された米国特許出願第１４／９７５１２９号
の利益を主張するものであり、当該出願の全開示は、本出願の開示の一部とみなされ、参
照により本明細書に援用される。
【０００２】
　発明の背景
　１．　技術分野
　本発明は、一般に、細長い部材のための保護スリーブに関し、より詳細には、織られた
テキスタイルスリーブに関する。
【背景技術】
【０００３】
　２．　関連技術
　ワイヤまたはワイヤハーネスなどの細長い部材は、一般に、巻き付け可能なテキスタイ
ルスリーブによって摩擦および汚染から保護される。織られた糸から巻き付け可能なテキ
スタイルスリーブを構成することが知られている。所望のスリーブの長さを形成し、スリ
ーブの端部のほつれを避けるために、レーザ、超音波切断装置などを使用することが知ら
れているが、これらは、切断プロセス中にスリーブ壁の材料を溶融させ、スリーブ壁の材
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料にほつれを生じさせる可能性を低減させる。加えて、切断工程中にスリーブ壁の材料を
ほつれさせる可能性を低減させるために、スリーブ壁を形成した後且つスリーブ壁を切断
する前に、スリーブ壁に化学コーティング剤を塗布することが知られている。上述の機構
は、スリーブ壁の材料をほつれさせる可能性を低減するのに効果的であり得るが、特殊な
切断装置またはプロセスを必要とするため、追加的コストがかかる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　発明の概要
　細長い部材を保護するための端部がほつれにくいテキスタイルスリーブが提供される。
スリーブは、スリーブの長手方向中心軸に対して概ね平行に延在する経糸、およびスリー
ブの周りに周方向に延在する緯糸、を有する細長い壁を含む。経糸および緯糸は、互いに
上下する織りパターンで織られる。経糸は、少なくとも２つの異なる種類の糸を含み、経
糸の種類のうちの一方は、活性化可能な糸を含み、もう一方の種類の糸は、活性化不能な
糸を含む。活性化可能な糸は、熱、流体および／または圧力のうちの少なくとも１つによ
って活性化可能なものとして提供されることができ、これにより活性化されると、糸は、
隣り合う活性化不能な糸、ならびにそれらが接する緯糸と結合されるようになる。こうし
て、活性化可能な糸は、活性化されると、上述の活性化不能な経糸および緯糸と固定され
るようになり、これによりスリーブを長さに合わせて切断するために行われるその後の冷
間切断作業の間ならびに使用中に端部のほつれが生じるのを防止する。
【０００５】
　本発明の別の態様によれば、活性化可能な糸は、モノフィラメントおよび／またはマル
チフィラメントとして提供されることができる。
【０００６】
　本発明の別の態様によれば、活性化可能な糸は、活性化可能な材料で被覆された活性化
不能なモノフィラメントおよび／またはマルチフィラメントとして提供されることができ
る。
【０００７】
　本発明の別の態様によれば、活性化可能な糸は、第１の溶融温度を有する材料の中央コ
アおよび第２の溶融温度を有する材料の外側シースを有する二成分モノフィラメントとし
て提供されることができ、第１の溶融温度は、第２の溶融温度よりも高い。
【０００８】
　本発明の別の態様によれば、活性化可能な糸は、活性化可能な材料と絡み合った活性化
不能な材料を含む、絡み合った糸として提供されることができる。
【０００９】
　本発明の別の態様によれば、活性化可能な糸は、活性化可能なモノフィラメントまたは
マルチフィラメント糸とともにねじられ供給される、活性化不能なモノフィラメントまた
はマルチフィラメント糸として提供されることができる。
【００１０】
　本発明の別の態様によれば、上下する織りパターンは、平織りパターン、リブ織りパタ
ーン、バスケット織りパターンまたはツイル織りパターンのうちの１つとして形成される
。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、強化された保護範囲を有する壁を提供するために、緯糸は
、少なくとも部分的にマルチフィラメントとして提供されることができる。
【００１２】
　本発明の別の態様によれば、壁は、中央長手方向軸に対して概ね平行に延在する両縁部
を有する巻き付け可能な壁として形成されることができ、両縁部は、互いに重なり合う関
係にもたらされる。
【００１３】
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　本発明の別の態様によれば、緯糸は、両縁部を互いに重なり合う関係にバイアスするた
めに、少なくとも部分的にヒートセット糸として提供されることができる。
【００１４】
　本発明の別の態様によれば、壁は、継ぎ目のない、周方向に連続した壁として形成され
ることができる。
【００１５】
　本発明の別の態様によれば、細長い部材を保護するための端部がほつれにくいテキスタ
イルスリーブを構築する方法が、提供される。方法は、経糸および緯糸を上下する織りパ
ターンで織ることによって互いに細長い壁を形成することを含む。方法は、少なくとも２
つの異なる種類の糸を含む経糸を提供することをさらに含み、経糸の種類のうちの一方は
、活性化可能な糸であり、もう一方の種類の糸は、活性化不能な糸を含む。方法は、活性
化可能な糸を熱、流体および／または圧力のうちの少なくとも１つを適用することを介し
て活性化することをさらに含み、これにより活性化されると、活性化された糸は、隣り合
う活性化不能な糸、ならびにそれらが接触する緯糸と結合されるようになる。こうして、
活性化された経糸は、上述の活性化不能な経糸および緯糸と固定されることになり、これ
によりスリーブを長さに合わせて切断するために行われるその後の冷間切断作業中ならび
に使用中に、スリーブの両端部から緯糸が落ちるのを抑制する。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、方法は、活性化可能な経糸を、モノフィラメントおよび／
またはマルチフィラメントとして提供することをさらに含んでもよい。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、方法は、活性化可能な経糸を、活性化可能な材料で被覆さ
れた活性化不能なモノフィラメントおよび／または活性化可能な材料で被覆された活性化
不能なマルチフィラメントとして提供することをさらに含んでもよい。
【００１８】
　本発明の別の態様によれば、方法は、活性化可能な経糸を、第１の溶融温度を有する材
料の中央コアおよび第２の溶融温度を有する材料の外側シースを有する二成分モノフィラ
メントとして提供することをさらに含むことができ、第１の溶融温度は、第２の溶融温度
よりも高い。
【００１９】
　本発明の別の態様によれば、方法は、活性化可能な経糸を、活性化可能な材料と絡み合
った活性化不能な材料を含む絡み合った糸として提供することをさらに含んでもよい。
【００２０】
　本発明の別の態様によれば、方法は、活性化可能な経糸を、活性化可能なモノフィラメ
ントまたはマルチフィラメント糸とともにねじられまたは供給された活性化不能なモノフ
ィラメントまたはマルチフィラメント糸として提供することをさらに含んでもよい。
【００２１】
　本発明の別の態様によれば、方法は、織りパターンを平織りパターン、リブ織りパター
ン、バスケット織りパターンまたはツイル織りパターンのうちの１つとして形成すること
をさらに含んでもよい。
【００２２】
　本発明の別の態様によれば、方法は、強化された保護範囲を有する壁を提供するために
、緯糸を、少なくとも部分的にマルチフィラメントとして提供することをさらに含んでも
よい。
【００２３】
　本発明の別の態様によれば、方法は、壁を、中央長手方向軸に対して概ね平行に延在す
る両縁部を有する巻き付け可能な壁として形成し、両縁部を互いに重なり合う関係にもた
らすことをさらに含んでもよい。
【００２４】
　本発明の別の態様によれば、方法は、両縁部を互いに重なり合う関係にバイアスするた
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めに、緯糸のうちの少なくともいくつかをヒートセットすることをさらに含んでもよい。
【００２５】
　本発明の別の態様によれば、方法は、壁を、継ぎ目のない、周方向に連続した壁として
形成することをさらに含んでもよい。
【００２６】
　図面の簡単な説明
　本発明のこれらのおよび他の態様、特徴および利点は、現在の好ましい実施形態および
最良の態様、添付の特許請求の範囲および添付図面の以下の詳細な説明と関連して考慮す
ることで、容易に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１Ａ】細長い部材を保護することが示される１つの現在好ましい実施形態により構築
される保護スリーブの概略斜視図である。
【図１Ｂ】細長い部材を保護することが示される別の現在好ましい実施形態により構築さ
れる保護スリーブの概略斜視図である。
【図２】本発明の１つの態様にしたがって構築される図１Ａおよび１Ｂのスリーブの壁の
拡大部分斜視図である。
【図３Ａ】本発明の異なる態様にしたがう図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる壁を示
す概略平面図である。
【図３Ｂ】本発明の異なる態様にしたがう図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる壁を示
す概略平面図である。
【図３Ｃ】本発明の異なる態様にしたがう図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる壁を示
す概略平面図である。
【図４Ａ】本発明の異なる態様による図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる活性化可能
な経糸を示す概略平面図である。
【図４Ｂ】本発明の異なる態様による図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる活性化可能
な経糸を示す概略平面図である。
【図４Ｃ】本発明の異なる態様による図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる活性化可能
な経糸を示す概略平面図である。
【図４Ｄ】本発明の異なる態様による図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる活性化可能
な経糸を示す概略平面図である。
【図４Ｅ】本発明の異なる態様による図１Ａおよび図１Ｂのスリーブの異なる活性化可能
な経糸を示す概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　発明を実施するための現在好ましい形態
　図をさらに詳細に参照すると、図１Ａおよび図１Ｂは、図１Ａのスリーブ１０が、「開
」スリーブでありスリーブ１０'が、「閉」スリーブである端部がほつれにくいテキスタ
イルスリーブを図示し、以下においてより詳しく説明するように、同じ参照番号がスリー
ブ１０、１０'の両方に対する同様の部分を特定するために使用される。スリーブ１０、
１０'を、以下では単数形でスリーブと称することにするが、プライムが付されていない
参照番号とプライムが付された参照番号とを使用することによって両スリーブ１０、１０
'が議論されることが、明確にされる。つまり、以下の説明は、明示的に別段の定めがな
い限り、スリーブ１０、１０'の両方に適用されることを認識すべきである。スリーブ１
０、１０'は、例であって限定するものではないが、導管またはワイヤハーネスのような
スリーブ１０、１０'のキャビティ１３内に配置される細長い部材１２を保護するために
、特に有用である。スリーブ１０、１０'は、スリーブ１０、１０'の長手方向中心軸１７
とほぼ平行に延在する緯糸１６と、経糸１６を横切り壁１４、１４'の周りに周方向に延
在する横糸または緯糸１８とも称される糸とを有する。経糸１６および緯糸１８は、たと
えば、平織りパターン、リブ織りパターン、バスケット織りパターンまたはツイル織りパ
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ターンのように、互いに上下に起伏するように、互いに上下する所望の織りパターンで織
り込まれる。経糸１６は、少なくとも２種類の異なる種類の糸を含み、一つの種類の経糸
は活性化可能な糸２０を含み、別の種類の糸は活性化不能な糸２２を含む。活性化可能な
糸２０は、熱、流体および／または圧力の少なくとも１つによって活性化可能であるよう
に提供されることができ、活性化されると、糸２０は、隣り合う活性化不能な経糸２２、
ならびにそれが接触する緯糸１８と結合されるようになる。このようにして、活性化可能
な糸は、活性化されると、上記の活性化不能な経糸２２と緯糸１８とに固定されるように
なり、これにより、スリーブ１０をある長さに切断するために行われるその後の冷間切断
作業ならびに使用中に、端部のほつれが防がれる。
【００２９】
　スリーブ１０、１０'は、両端部２４、２６間の長手方向中心軸１７に沿って長手方向
に延在する。スリーブ１０は、上述されたように「開いている」ので、両端部２４、２６
の間の長手方向の中心軸１７にほぼ平行に延在する対向する側面２８、３０の間に形成さ
れた長手方向シームを有する。壁１４の緯糸１８は、少なくとも部分的に、限定するもの
ではなく例として、ポリ（エチレン）テレフタレート（ＰＥＴ）またはポリ（フェニレン
）スルフィド（ＰＰＳ）のような熱成形可能な材料のモノフィラメントまたはマルチフィ
ラメントといった、大部分または完全にヒートセット可能な糸として設けられることがで
き、ヒートセット可能な緯糸１８は、対向する側面２８、３０を互いに重なる関係にバイ
アスさせるためにヒートセットされることができる。使用時、設置中に、対向する側面２
８、３０は、細長い部材１２をその中に取り入れることを容易にするために互いに容易に
離間させられることができ、そして側面２８、３０は、側面２８、３０がそれらの重なる
関係に自動的に戻るために解放されることができ、これにより、細長い部材１２の全周に
わたって保護を提供する。意図された用途に望ましくは、ヒートセット可能な緯糸１８に
加えて、ヒートセット可能ではない緯糸１８もまた、スリーブ１０の壁１４の中に組み込
まれることができることが認識されるべきである。
【００３０】
　スリーブ１０'は、上述したように「閉じられている」ので、それは、両端部２４、２
６間のキャビティ１３の周りに延在する周方向に連続した、継ぎ目のない壁１４'を有す
る。壁１４'の緯糸１８は、上述した壁１４のように提供されることができ、これにより
、壁１４'は、キャビティ１３の概ね丸い構造を維持することを容易にするためにヒート
セットされることを可能とする。閉じられること以外において、スリーブ１０'およびそ
の材料構成は、開スリーブ１０に対するものと同じである。
【００３１】
　図面に示された様々な実施形態で明らかなように、活性化可能な経糸２０は、スリーブ
１０、１０'に所望の物理的属性を提供するために、異なる方法で織り込まれ得る。たと
えば、図２に示されるように、スリーブ１０の開放壁１４の一部が示されているが、活性
化可能な経糸２０は、互いに周方向に間隔を置いて配置された個々の単糸として織り込ま
れるように示されている。個々の活性化可能な経糸２０は、介在する活性化不能な経糸２
２によって互いに円周方向に離間されている。図示された実施形態では、壁１４は、約１
：６の活性化可能な経糸対活性化不能な経糸の比を有している。このパターンおよび比は
、スリーブ１０'の壁１４'に対して等しく適用可能であることを認識すべきである。織ら
れると、活性化可能な経糸２０は、熱、圧力、および／または流体などによって活性化さ
れ、それによって、活性化された経糸２０を隣り合う隣接する活性化不能な経糸２２およ
び緯糸１８と結合させる。こうして、冷間切断作業といったその後の切断作業の間に、切
断されたスリーブ１０、１０'の両端部２４、２６に隣り合う緯糸１８は、活性化された
経糸２０と結合されることによって、解きほぐれおよびほつれることが抑制される。
【００３２】
　図３Ａ～３Ｃには、活性化可能な経糸の異なる織りパターンの平面図を示すさらなる実
施形態が示されており、それとともに、図３Ａおよび図３Ｂのパターンが、開スリーブ１
０および閉スリーブ１０’の両方の概略平面図であることが理解され、一方、図３Ｃが、
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開スリーブ１０の対向する側面２８、３０に沿った活性化可能な経糸２０の最小限の位置
の概略平面図であることが理解される。図３Ａでは、スリーブ１０、１０'に対して、活
性化不能な経糸２２に対する活性化可能な経糸２０の相対的に増加された存在が示されて
いる。活性化可能な経糸２０と活性化不能な経糸２２との比は、約１：１として示されて
いる。図示の実施形態では、活性化可能な経糸２０は、複数の束３２に配置されているも
のとして示されている。各束３２は、限定されない例として４つの、互いに隣接して並ん
で配置されたものとして示された複数の活性化された経糸２０を含み、各束３２は、限定
することなく一例として４つの、複数の活性化不能な経糸２２によって、各束３２が互い
に円周方向に間隔をおいて配置される。簡略化のため図示はしていないが、緯糸１８は、
経糸１６と織り合わされ、個々の経糸および緯糸１６、１８は、限定するものではなく一
例として、平織りパターンのような任意の適切な織りパターンを介して織り合わされても
よく、束３２内の活性化された経糸２０のうちの隣接するものは、互いに異なる位相で緯
糸１８の上下に起伏する。
【００３３】
　図３Ｂでは、図３Ａのスリーブと比較して、スリーブ１０、１０'のための、活性化不
能な経糸２２に対しての活性化可能な経糸２０の存在が少ない。活性化可能な経糸２０と
活性化不能な経糸２２との比は、約１：３として示される。図示の実施形態では、図３Ａ
に示される束３２と同様に、活性化可能な経糸２０は、複数の束３２に配置されるように
示されているが、各束３２は、互いに隣接して並んだ関係に配置される２つの活性化され
た経糸２０のみを含む。それ以外は、図３Ｂに示す構成は、図３Ａについて上述したもの
と同様であり、各束３２は、限定されない一例として６つであり、複数の活性化不能な経
糸２２によって互いから離間される。
【００３４】
　図３Ｃでは、活性化不能な経糸２２に対する活性化可能な経糸２０の最小限の存在が、
開スリーブ１０に対して示されている。示される実施形態では、活性化可能な経糸２０の
束３２は、反対の側面２８、３０に沿ってのみ存在し、束３２は、任意の所望の数の活性
化可能な経糸２０を有するように形成されことができる。活性化可能な経糸２０は、各側
面２８、３０に沿って単一の糸を提供することができると考えられるが、これは、端部の
ほつれに対して最小限の保護を提供する。束３２の対の間を延在する経糸１６は、活性化
不能な経糸２２として提供される。
【００３５】
　図４Ａ～図４Ｅでは、様々な異なる種類の活性化可能な経糸２０が示されており、１つ
または複数の異なる種類の活性化可能な経糸２０が単一のスリーブ１０、１０'に使用さ
れることができる。図４Ａでは、活性化可能な経糸２０は、マルチフィラメント糸として
示されており、マルチフィラメントは、その長さに沿って延在する少なくともいくつかの
または全体的に、熱活性化可能な、圧力活性化可能な、または流体活性化可能な材料を含
む。マルチフィラメントは、相互に撚り合わされた別々のフィラメントから形成されるこ
とができ、または相互に絡み合った繊維状材料といった活性化不能材料と絡み合った活性
化可能材料を含む、絡み合った部材として形成されることができる。図４Ｂにおいて、活
性化可能な経糸２０は、モノフィラメントとして示されており、モノフィラメントは、熱
活性化可能な、圧力活性化可能な、または流体活性化可能な材料からなり、適切な熱、圧
力、または流体源にさらされると、経糸２０は、活性化され、近くの隣接する経糸および
緯糸１６、１８と結合する。図４Ｃでは、活性化可能な経糸２０は、互いに撚り合わされ
た糸の組み合わせとして示され、異なる糸が互いにねじられて示されているが、図４Ｄで
は、異なる糸が互いに供給されるように示される。活性化可能な経糸２０を形成するため
に互いに組み合わされた異なる糸は、活性化可能なモノフィラメントまたはマルチフィラ
メント糸３６とねじられるかまたは供給される活性化不能モノフィラメントまたはマルチ
フィラメント糸３４を含んでもよい。図４Ｅでは、活性化可能な経糸２０は、二成分モノ
フィラメントとして示されており、二成分モノフィラメントは、第１の溶融温度を有する
材料の中心コア３８と、第２の溶融温度を有する材料の外側シース４０とを含み、第１溶
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融温度は、第２溶融温度よりも高い。上述の各実施形態では、熱活性化可能な、圧力活性
化可能な、または流体活性化可能な材料は、適切な熱、圧力または流体源にさらされると
、活性化可能な経糸２０を活性化させ、近くの隣接する経糸および緯糸１６、１８と結合
される。上述の実施形態に加えて、活性化可能な経糸２０は、その下にある活性化不能糸
材料がマルチフィラメントのモノフィラメントであるかどうかに関わらず、そうでなけれ
ば活性化不能な糸を、活性化可能なコーティングまたは接着剤でコーティングすることに
よって形成されることができる。
【００３６】
　したがって、本発明にしたがって構成されたスリーブ１０、１０'は、織られると、活
性化可能な経糸２０が近くの隣接する経糸および緯糸１６、１８と接合された状態で最小
または全く端部のほつれがないように容易に冷間切断されることができ、結果として、ス
リーブ１０、１０'の有用寿命を最大にしながら、スリーブ１０、１０'に美的外観を与え
る。
【００３７】
　明らかに、上記の教示に照らして本発明の多くの修正および変形が可能である。したが
って、添付の特許請求の範囲および最終的に許可されるいずれかの特許請求の範囲内にお
いて、本発明は、具体的に記載および図示された以外のものとして実施され得ることが理
解されるべきである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｃ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図４Ｅ】
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